


～～～相相相相続続続財財財産産がが増ええたた割割合合以以上上上にに相相続続税税は増える!!～～相続財産が増えた割合以上に相続税は増える!!～
知っておきたい相続税・贈与税シリーズ

日本相続学会　理事　榊原　正則

「配偶者の税額軽減の特例」とは？　配偶者が取得した正味の遺産額が、配偶者の法定相続
分か1億6,000万円のどちらか多い金額まで配偶者に相続税がかからない制度です。

平成27年以後の相続から

相続税がかかる人の割合がアップ！

　平成27年1月1日以後の相続か

ら、相続税が課税されるか否かの

目安となる「遺産に係る基礎控

除」の額が、「5,000万円＋1,000

万円×法定相続人の数」から

「3,000万円＋600万円×法定相

続人の数」に縮減されました。

　改正前は被相続人（死亡した

人）全体の約４％の人が相続税の

課税対象となりましたが、改正後

は10％前後の人が対象になると

予想されています。とくに土地価

格が上昇している東京を始めとす

る大都市圏では、それ以上に課税

対象者は増えると言われています。

それだけに、相続財産が増えるこ

とと相続税の関係を知っておきた

いものです。

相続財産が１億円から２億円に

なれば相続税額は４倍超に！

相続人が子だけの場合は加えて

税額そのものがアップ！

　わが国では相続財産の約５割が

土地・建物といった不動産で、そ

　また、とくに気をつけたいのは、

その後、子だけで相続人となる二

次相続です。二次相続では「配偶

者の税額軽減の特例」が適用され

ないため、相続税額の増加割合に

加えて相続税額そのものが多額に

なってきます。（表２）

　相続を迎えたときに「こんなは

ずではなかった」と後悔しないよ

う、しっかりと相続税対策を立て

ておくことが大切です。

の価格は相続税に大きな影響を及

ぼします。

　主要な土地の相続税評価方法は、

路線価方式と倍率方式の２つがあ

ります。都市部ではほとんどが道

路ごとに価格が決められた路線価

方式で、この場合、路線価が10

％上がれば評価額も10％アップ

します。そのようなことから、

「土地価格が10％上がれば、相

続税も10％上昇するだけじゃな

いか」と考える方がいるかもしれ

ません。実はそこに大きな落とし

穴があります。

　例えば、相続人が妻と子２人の計

３人のケースで、相続財産が課税

価格１億円（遺産に係る基礎控除

を差し引く前の金額）である場合、

相続税額は315万円ですが、これ

が２億円になると相続税は一挙に

4.3倍の1,350万円に膨れ上がり、

３億円では約9.1倍の2,860万円と、

相続財産の増加割合以上に相続税

額はアップするのです。（表１）

　これは、課税財産が多くなれば

表１．相続人が妻と子２人の計３人の場合
遺産の総額

万円
10,000
15,000

相続税額
万円

315
748

倍率（注１）
倍

―
2.4

20,000 1,350 4.3
25,000 1,985 6.3
30,000 2,860 9.1
35,000 3,735 11.9
40,000 4,610 14.6
45,000 5,493 17.4
50,000 6,555 20.8
80,000 13,120 41.7

（注）１．遺産総額１億円の相続税額に対する倍率。
　　　２．遺産の総額は、遺産に係る基礎控除を差し引く前の金額。
　　　３．生命保険に未加入の場合。
　　　４．相続人が法定相続分で相続したと仮定。

表２．相続人が子２人の場合
遺産の総額

万円
10,000
15,000

相続税額
万円

770
1,840

倍率（注１）
倍

―
2.4

20,000 3,340 4.3
25,000 4,920 6.4
30,000 6,920 8.9
35,000 8,920 11.6
40,000 10,920 14.2
45,000 12,960 16.8
50,000 15,210 19.8
80,000 29,500 38.3

（注）１．遺産総額１億円の相続税額に対する倍率。
　　　２．遺産の総額は、遺産に係る基礎控除を差し引く前の金額。
　　　３．生命保険に未加入の場合。
　　　４．相続人が法定相続分で相続したと仮定。

なるほどより高い税率が課される、

累進課税制度が相続税に適用され

ているからです。



　労働災害は長期的に減少傾向にあるものの、毎年、全産業で１千名を超える人が死亡しています。
そのうち交通事故（交通労働災害）によるものが全死亡災害の約２割を占めています。交通労働災害
の防止を図ることは、労働災害防止対策上の重大な課題となっています。

～交通労働災害の現状～

「交通労働災害」とは？　労働災害のうち、道路上および事業場構内における自動車、原動機
付自転車の交通事故によるものを交通労働災害といいます。

企業におけるリスクマネジメント
ワンポイント講座 企業の交通リスク対策シリーズ

●労働災害死亡のうち約２割が交通労働災害による!!

　平成26年中に労働災害によって亡くなった人は

1,057人（対前年比2.6％増）となっています。そのう

ち２割強にあたる232人（同0.4％減）が就労中の交通

労働災害によって命を落としました。

　平成26年度における死亡災害は、１月、２月、８月、

10月に多発しました。特に冬場は道路の凍結等による

事故が多くなる傾向がみられます。また、年齢別では、

50歳以上が死亡災害で約５割を占めています。

●事業者に補償責任が！

　労災事故が発生した場合、事

業主は、労働基準法により補償

責任を負うことになります。た

だし、労災保険に加入している

場合は、労災保険による給付が行われ、事業主は労働基

準法の補償責任を免れます（休業４日未満の場合、休業

補償は事業主が直接労働者に支払う必要があります）。

　しかし、場合によっては、これとは別に、労災につい

て不法行為・債務不履行（安全配慮義務違反などの事

由）により被災者から事業主に対し民法上の損害賠償請

求がなされることもあります。

　その他、労災事故が発生した場合、労働基準監督署に

その事故を報告しなかったり、虚偽の報告を行なった場

合には、刑事責任が問われることがあります。

●陸上貨物運送事業や商業の発生割合高い！

　業種別にみると、死亡災害では陸上貨物運送事業が

27％でもっとも多く、次いで商業22％、建設業19％と

続いています。死傷災害では商業23％、陸上貨物運送

業12％となっていることから、陸上貨物運送事業では

死亡重大事故が、ケガ人を含めると商業の発生が多いこ

とが分かります。 ●交通労働災害は小規模企業で高止まり！

　交通労働災害防止を目的に、法律上でリスクアセスメ

日本リスクマネージメント研究所　代表　山田　幸洋

ントが義務づけられて

おり、大企業では災害

が減少する一方、小規

模企業では高止まりし

ています。行政の管理

が行き届かない小規模

企業も、大企業と同様

にリスクアセスメント

を行い、日頃からＰＤ

ＣＡの管理サイクルを

回すことで交通安全管

理体制を高めることが

肝要です。

交通労働災害の死亡者数の推移と月別発生状況

出典：死亡災害報告

死亡者数の推移

月別発生状況
（死亡災害：平成26年確定値）
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〒703-8235　岡山市中区原尾島859-7
TEL （086）273－2222（代）　FAX （086）273－9933
ＵＲＬ http://www.okayama1.co.jp/
E-mail info@okayama1.co.jp

＜損害保険＞
損保ジャパン日本興亜・三井住友海上
あいおいニッセイ同和損保・セコム損保・ニューインディア
＜生命保険＞
メットライフ生命・ソニー生命・エヌエヌ生命
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命
三井住友海上あいおい生命・ジブラルタ生命

取扱保険会社

損害保険・生命保険はもちろん、総合金融サービスを中心に、
あらゆる角度から「安心」をサポート。

事故相談・法律相談・税務相談・不動産相談など

何か困った時に思い出していただける代理店を目指します。




